
資格喪失年月日を記入する
（毎月末日付け）

【記 入 例】 退職したとき（普通・死亡・みなし）

あてはまる退職事由に○をつける
※懲戒解雇の場合は規程により退職資金の給付はありません

資格喪失に○をつける
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※ 年度をまたがらない３ヶ月以内の負担金は返還することができますが、
３ヶ月を超える期間の負担金の返還はできませんので、
必ず事由発生の日（喪失は各月末日付け）から１０日以内にご提出ください。
（ただし、中断した日より前に喪失した場合は、既納の負担金は返還しません）

※ 退職資金の請求がある場合、必ず退職届（写）を添付してください。

※ 退職手当資金給付請求書（様式第６号）は、
コンピューターで打出しますので、社団へご連絡ください。


